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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コネクタと、前記コネクタに接続される相手コネクタと、を備え、
　前記コネクタは、
　絶縁ハウジングと、
　一列に並ぶように前記絶縁ハウジングに保持され、配線基板に電気的に接続される第１
セットのコンタクト部材と、
　前記絶縁ハウジングに保持される導電性のシールドと、を有し、
　前記絶縁ハウジングは、前記第１セットのコンタクト部材の配列方向における両端にそ
れぞれ位置する２箇所の基端部と、前記第１セットのコンタクト部材を保持し、前記２箇
所の基端部をつなぐコンタクト保持部と、を含み、
　前記シールドは、前記配列方向に沿った前記コンタクト保持部の第１側面に隙間をもっ
て対向する第１側部シールドを含み、
　前記２箇所の基端部のそれぞれは、前記コンタクト保持部から前記第１側部シールドに
向かって張り出した第１張出部を含み、
　前記第１セットのコンタクト部材のそれぞれは、前記コンタクト保持部から前記第１張
出部が張り出す方向と、前記配列方向とに垂直な方向から見て、前記２箇所の基端部のそ
れぞれの第１張出部と、前記コンタクト保持部と、前記第１側部シールドとによって囲ま
れた第１領域に突出して前記第１側部シールドに対向する第１接続脚部を含み、
　前記相手コネクタは、
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　相手絶縁ハウジングと、
　前記配列方向に並ぶように前記相手絶縁ハウジングに保持され、相手配線基板に電気的
に接続され、前記第１セットのコンタクト部材にそれぞれ接触する第１セットの相手コン
タクト部材と、
　前記相手絶縁ハウジングに保持され、前記シールドに嵌合する導電性の相手シールドと
、を有し、
　前記相手絶縁ハウジングは、前記配列方向における両端にそれぞれ位置する２箇所の相
手基端部と、前記第１セットの相手コンタクト部材を保持して前記２箇所の相手基端部を
つなぐ相手コンタクト保持部と、を含み、
　前記相手シールドは、前記第１側部シールドに重なる相手第１側部シールドを含み、
　前記相手基端部のそれぞれは、前記相手コンタクト保持部から前記相手第１側部シール
ドに向かって張り出した相手第１張出部を含み、
　前記第１セットの相手コンタクト部材のそれぞれは、前記相手コンタクト保持部から前
記相手第１張出部が張り出す方向と、前記配列方向に垂直な方向から見て、前記２箇所の
相手基端部のそれぞれの相手第１張出部と、前記相手コンタクト保持部と、前記相手第１
側部シールドとによって囲まれた相手第１領域に突出して前記相手第１側部シールドに対
向する相手第１接続脚部を含む、コネクタシステム。
【請求項２】
　前記コンタクト保持部に対する前記第１張出部の張り出し長さは、前記コンタクト保持
部に対する前記第１接続脚部の突出長さより長い、請求項１記載のコネクタシステム。
【請求項３】
　前記第１張出部と前記第１側部シールドとの間隔がゼロである、請求項２記載のコネク
タシステム。
【請求項４】
　前記相手コンタクト保持部に対する前記相手第１張出部の張り出し長さは、前記相手コ
ンタクト保持部に対する前記相手第１接続脚部の突出長さより長い、請求項２又は３記載
のコネクタシステム。
【請求項５】
　前記相手第１張出部と前記相手第１側部シールドとの間隔がゼロである、請求項４記載
のコネクタシステム。
【請求項６】
　前記相手シールドは、前記相手第１張出部に固定される、請求項１～５のいずれか一項
記載のコネクタシステム。
【請求項７】
　前記コンタクト保持部から前記第１張出部が張り出す方向と、前記配列方向とに垂直な
方向において、前記相手第１張出部と前記第１張出部とが互いに重なる、請求項１～６の
いずれか一項記載のコネクタシステム。
【請求項８】
　前記相手シールドは、前記シールドの外に嵌合し、
　前記相手第１張出部と前記第１張出部とが互いに重なる方向において、前記相手第１張
出部の厚さが、前記第１張出部の厚さよりも薄い請求項７記載のコネクタシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線基板に実装された状態で互いに嵌合される基板接続用電気コネクタ装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、種々の電気機器において、スタッキングコネクタなどのように呼ばれる基板接
続用の電気コネクタ装置が広く採用されている。基板接続用電気コネクタ装置においては
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、例えば第１の配線基板が連結された第１の電気コネクタ（リセプタクルコネクタ）の上
方に、第２の配線基板が連結された第２の電気コネクタ（プラグコネクタ）が対向するよ
うに配置され、そのような上下の対向状態から、上方側の第２の電気コネクタが、下方側
の第１の電気コネクタに向かって下降されるようにして押し込まれていき、それによって
両電気コネクタ同士を嵌合状態とすることで、第１及び第２の配線基板同士を電気的に接
続するものである。
【０００３】
　このような基板接続用電気コネクタにおいては、特に近年の伝送信号の高周波化に伴っ
て、いわゆるＥＭＩ対策を施すことが要請されている。例えば下記特許文献１においては
、電気コネクタ（リセプタクルコネクタ）の外周をシールド壁（遮蔽壁）で囲むことによ
って、コンタクト部材の信号伝送経路に対する電磁遮蔽を行うようにしている。
【０００４】
　しかしながら、従来の基板接続用電気コネクタ装置では、上述したようなシールド壁を
備えた電気コネクタ（リセプタクルコネクタ）に嵌合される相手嵌合体（プラグコネクタ
等）にシールド壁は設けられておらず、嵌合状態になされた双方の電気コネクタに関する
電磁遮蔽を、一方の電気コネクタのシールド壁のみで行う構成になされている。このよう
な構成にあっては、両電気コネクタを嵌合した状態において、一方の電気コネクタに設け
られたシールド壁と、相手嵌合体（プラグコネクタ等）が実装されている配線基板との間
に比較的大きな隙間が生じ易く、電気コネクタ装置の全体としては十分な電磁遮蔽作用が
得られないことが考えられることから、高周波の伝送信号に対する電磁遮蔽特性（ＥＭＩ
特性）を更に向上させることが要請されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－１９２１０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで本発明は、簡易な構成で、嵌合状態になされた双方の電気コネクタに関する電磁
遮蔽を十分に行わせることができるようにした基板接続用電気コネクタ装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため請求項１にかかる発明では、絶縁ハウジングに取り付けられた
複数体のコンタクト部材がコネクタ長手方向に配列され、それらの各コンタクト部材にコ
ネクタ幅方向に延出する状態に設けられたコンタクト接続部が配線基板に電気的に接続さ
れる第１及び第２の電気コネクタを備え、前記第１及び第２の電気コネクタ同士が、前記
コネクタ長手方向及び前記コネクタ幅方向の双方に直交する方向に互いに嵌合・抜去され
る構成になされた電気コネクタ装置において、前記第１及び第２の電気コネクタの各々に
は、前記コンタクト接続部における前記コネクタ幅方向の外方の端部に対して前記コネク
タ幅方向の外方に離れた位置で対向する導電性部材からなるシールド壁部が前記コネクタ
長手方向に沿って延在する状態に設けられ、前記第１及び第２の電気コネクタが嵌合され
た際に、当該第１及び第２の電気コネクタに設けられた前記シールド壁部同士が、前記コ
ネクタ幅方向において互いに対向する状態に配置され、前記シールド壁部が、前記コネク
タ幅方向の壁厚による電磁遮蔽作用を有するものであって、前記コネクタ幅方向の外方に
配置されるシールド壁部の前記コネクタ幅方向の壁厚による電磁遮蔽作用が、前記コネク
タ幅方向の内方に配置されるシールド壁部の前記コネクタ幅方向の壁厚による電磁遮蔽作
用より大きい構成が採用されている。
　このとき、前記シールド壁部の前記コネクタ幅方向の壁厚は、当該シールド壁部におけ
る前記コネクタ幅方向の内表面と外表面との間の距離であり、前記コネクタ幅方向の外方
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に配置されるシールド壁部における前記コネクタ幅方向の壁厚が、前記コネクタ幅方向の
内方に配置されるシールド壁部における前記コネクタ幅方向の壁厚より大きいことが可能
である。
【０００８】
　このような構成を備えた本発明によれば、第１及び第２の電気コネクタの各々において
、コンタクト接続部に対する電磁遮蔽作用が、当該コンタクト接続部に対してコネクタ幅
方向に空間部分を介して対向するそれぞれのシールド壁部によりインピーダンス整合され
た状態で良好に行われるとともに、第１及び第２の電気コネクタが嵌合された際にあって
は、シールド壁部が内外二重に接触した部分に対してコネクタ幅方向の内方に空間部分が
配置され、かつ一方のシールド壁部と配線基板との間に形成される隙間が他方のシールド
壁部により部分的に覆われることとなることから、電気コネクタ装置として極めて良好な
電磁遮蔽作用が得られ、特にシールド壁部と配線基板との隙間を効率的に塞ぐことができ
るため、十分なＥＭＩ対策が期待できる。
【０００９】
　また、本発明においては、前記シールド壁部が、コネクタ長手方向に配列された全ての
コンタクト接続部に対して対向するように一体的に形成され、当該シールド壁部の端縁部
が、前記配線基板の表面に沿って略直線状に延在していることが望ましい。
【００１０】
　このような構成を備えた本発明によれば、配線基板の表面と、シールド壁部の端縁部と
の間の隙間がほとんど生じない閉塞状態になされることで遮蔽性が向上されるとともに、
そのシールド壁部の端縁部の複数箇所を配線基板側に接続することによって多点にわたる
グランド接続が行われ、極めて良好なシールド特性が得られる。
【００１１】
　さらに、本発明においては、前記第１及び第２の電気コネクタに設けられた各シールド
壁部に、相互の接触移動を許容する滑りガイド面がそれぞれ設けられているとともに、前
記第１及び第２の電気コネクタに設けられた両滑りガイド面の一方には、前記第１及び第
２の電気コネクタ同士を嵌合位置に規制する位置決め部が設けられていることが望ましい
。
【００１２】
　このような構成を備えた本発明によれば、両電気コネクタ同士を嵌合させるにあたって
、両電気コネクタの導電性部材に設けられた滑りガイド面同士を接触させながら相対的に
移動させることから、両電気コネクタ同士の相対移動が低摩擦状態で良好に行われるとと
もに、最終的な嵌合位置まで移動が行われた際に位置決め部により位置規制が行われるこ
とから嵌合操作が円滑に行われる。また、このような両電気コネクタ同士の相対移動が行
われるにあっては、金属等の導電性部材からなる滑りガイド面同士が接触状態になされる
ことから、樹脂等の他の部材の接触状態に比して、削れ・破損などの使用耐久上の問題を
生じにくい。
【００１３】
　また、本発明における前記位置決め部は、コネクタ長手方向及びコネクタ幅手方向に平
面略Ｌ字形状をなして延在し嵌合方向に突出する凸状部分から形成されていることが可能
である。
【００１４】
　さらに、本発明における前記第１及び第２の電気コネクタに設けられた両滑りガイド面
の他方は、前記絶縁ハウジングの表面を前記配線基板と略平行に覆う平面カバーに設けら
れていることが可能である。
【００１５】
　さらにまた、本発明においては、前記滑りガイド面を設けられた平面カバーが、コネク
タ長手方向に延在するように設けられたものであって、前記平面カバーには、当該平面カ
バーのコネクタ長手方向の両端部分にコネクタ幅方向に延在する補助カバーが付設され、
前記補助カバーに滑りガイド面が設けられていることが可能である。
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【００１６】
　また、本発明における前記補助カバーには、前記絶縁ハウジングに圧入固定される固定
係止片が設けられていることが可能である。
【発明の効果】
【００１７】
　以上述べたように本発明にかかる電気コネクタ装置は、コネクタ長手方向に配列したコ
ンタクト部材の接続部を配線基板に電気的に接続する第１及び第２の電気コネクタの各々
に、コンタクト接続部の外方端部に対してコネクタ幅方向の外方に離れた位置で対向する
導電性部材からなるシールド壁部をコネクタ長手方向に沿って延在するように設け、コネ
クタ幅方向の外方に配置されるシールド壁部の壁厚による電磁遮蔽作用を、コネクタ幅方
向の内方に配置されるシールド壁部の壁厚による電磁遮蔽作用より大きくすることにより
、第１及び第２の電気コネクタの各々においてコンタクト接続部に対する電磁遮蔽作用を
それぞれのシールド壁部により良好に得るとともに、第１及び第２の電気コネクタを嵌合
させた際にあっては、シールド壁部同士が互いに対向する内外二重の配置関係とし、かつ
一方のシールド壁部と配線基板との間に形成される隙間を他方のシールド壁部が部分的に
覆うことでシールド壁部と配線基板との隙間を効率的に塞ぐことにより十分なＥＭＩ対策
が期待できる構成としたものであるから、簡易な構成で、嵌合状態になされた双方の電気
コネクタに関する電磁遮蔽を十分に行わせることができ、電気コネクタ装置の信頼性を安
価かつ大幅に高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態にかかる第１の電気コネクタ（リセプタクルコネクタ）を上
方側から表した外観斜視説明図である。
【図２】図１に示された本発明の一実施形態にかかる第１の電気コネクタ（リセプタクル
コネクタ）を下方側から表した外観斜視説明図である。
【図３】図１及び図２に示された本発明の一実施形態にかかる第１の電気コネクタ（リセ
プタクルコネクタ）を表した平面説明図である。
【図４】図１～図３に示された本発明の一実施形態にかかる第１の電気コネクタ（リセプ
タクルコネクタ）を表した正面説明図である。
【図５】図１～図４に示された本発明の一実施形態にかかる第１の電気コネクタ（リセプ
タクルコネクタ）を表した側面説明図である。
【図６】図３中のＶＩ－ＶＩ線に沿った拡大横断面説明図である。
【図７】図３中のＶＩＩ－ＶＩＩ線に沿った拡大横断面説明図である。
【図８】図３中のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿った横断面説明図である。
【図９】図１～図８に示された本発明の一実施形態にかかる第１の電気コネクタ（リセプ
タクルコネクタ）を分解して表した外観斜視説明図である。
【図１０】図１～図９に示された第１の電気コネクタ（リセプタクルコネクタ）に嵌合さ
れる本発明の一実施形態にかかる第２の電気コネクタ（プラグコネクタ）を上方側から表
した外観斜視説明図である。
【図１１】図１０に示された本発明の一実施形態にかかる第２の電気コネクタ（プラグコ
ネクタ）を下方側から表した外観斜視説明図である。
【図１２】図１０及び図１１に示された本発明の一実施形態にかかる第２の電気コネクタ
（プラグコネクタ）を表した平面説明図である。
【図１３】図１０～図１２に示された本発明の一実施形態にかかる第２の電気コネクタ（
プラグコネクタ）を表した正面説明図である。
【図１４】図１０～図１３に示された本発明の一実施形態にかかる第２の電気コネクタ（
プラグコネクタ）を表した側面説明図である。
【図１５】図１２中のＸＶ－ＸＶ線に沿った拡大横断面説明図である。
【図１６】図１２中のＸＶＩ－ＸＶＩ線に沿った拡大横断面説明図である。
【図１７】図１２中のＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ線に沿った横断面説明図である。
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【図１８】図１０～図１７に示された本発明の一実施形態にかかる第２の電気コネクタ（
プラグコネクタ）を分解して表した外観斜視説明図である。
【図１９】本発明の一実施形態にかかる第１及び第２の電気コネクタ同士を嵌合させた状
態を上方から表した外観斜視説明図である。
【図２０】図１９に示された第１及び第２の電気コネクタ同士の嵌合状態を下方から表し
た外観斜視説明図である。
【図２１】図１９及び図２０に示された第１及び第２の電気コネクタ同士の嵌合状態を表
した平面説明図である。
【図２２】図１９及び図２０に示された第１及び第２の電気コネクタ同士の嵌合状態を表
した正面説明図である。
【図２３】図１９及び図２０に示された第１及び第２の電気コネクタ同士の嵌合状態を表
した側面説明図である。
【図２４】図２１中のＸＸＩＶ－ＸＸＩＶ線に沿って配線基板とともに表した拡大横断面
説明図である。
【図２５】図２１中のＸＸＶ－ＸＸＶ線に沿って配線基板とともに表した拡大横断面説明
図である。
【図２６】図２１中のＸＸＶＩ－ＸＸＶＩ線に沿って配線基板とともに表した横断面説明
図である。
【図２７】本発明の一実施形態にかかる第１及び第２の電気コネクタ同士を嵌合させるた
めの位置合わせ状態を表した外観斜視説明図である。
【図２８】本発明の一実施形態にかかる第１及び第２の電気コネクタ同士を嵌合させるた
めの位置合わせ状態を表した正面説明図である。
【図２９】本発明の一実施形態にかかる第１及び第２の電気コネクタ同士を嵌合させるた
めの位置合わせ状態を表した側面説明図である。
【図３０】第１の電気コネクタ（リセプタクルコネクタ）が実装される印刷配線基板の構
造例を表した外観斜視説明図である。
【図３１】第２の電気コネクタ（プラグコネクタ）が実装される印刷配線基板の構造例を
表した外観斜視説明図である。
【図３２】本発明の他の実施形態にかかる第１の電気コネクタ（リセプタクルコネクタ）
を上方側から表した外観斜視説明図である。
【図３３】図３２に示された本発明の他の実施形態にかかる第１の電気コネクタ（リセプ
タクルコネクタ）を下方側から表した外観斜視説明図である。
【図３４】図３２及び図３３に示された本発明の他の実施形態にかかる第１の電気コネク
タ（リセプタクルコネクタ）を表した正面説明図である。
【図３５】図３２～図３４に示された第１の電気コネクタ（リセプタクルコネクタ）に嵌
合される本発明の他の実施形態にかかる第２の電気コネクタ（プラグコネクタ）を上方側
から表した外観斜視説明図である。
【図３６】図３５に示された本発明の他の実施形態にかかる第２の電気コネクタ（プラグ
コネクタ）を下方側から表した外観斜視説明図である。
【図３７】図３５及び図３６に示された本発明の他の実施形態にかかる第２の電気コネク
タ（プラグコネクタ）を表した正面説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明を適用した実施形態について図面に基づき詳細に説明する。
【００２０】
　［電気コネクタ装置の全体構造について］
　図面に示された本発明の一実施形態にかかる基板接続用電気コネクタ装置は、例えば、
携帯電話、スマートフォン、或いはタブレット型コンピュータ等の各種電子機器内に配置
された配線基板同士を電気的に接続するように用いられるものであって、図１～図９に示
された第１の電気コネクタとしてのリセプタクルコネクタ１０と、図１０～図１８に示さ
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れた第２の電気コネクタとしてのプラグコネクタ２０と、から構成されている。そして、
リセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０が、例えば図３０に示されている第１
の配線基板Ｐ１に実装されるとともに、プラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０が、
例えば図３１に示されている第２の配線基板Ｐ２に実装され、そのように実装状態になさ
れた両電気コネクタ１０，２０同士が、互いに対向するように配置されてから嵌合操作さ
れることで、上述した第１及び第２の配線基板Ｐ１，Ｐ２同士の電気的な接続が行われる
。
【００２１】
　以下の説明においては、リセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０と、プラグ
コネクタ（第２の電気コネクタ）２０との嵌合方向を「上下方向」とし、その上下方向に
おける下方位置に配置されたリセプタクルコネクタ１０の上方位置にプラグコネクタ２０
が配置され、そのような上下方向における対向状態から両電気コネクタ１０，２０同士が
、図２７～図２９のように接触された状態で位置合わせの操作が行われ、嵌合位置に位置
合わせされたらプラグコネクタ２０が下方向に押し込まれることで、図１９～図２６に示
されているように両電気コネクタ１０，２０同士が嵌合状態になされる。
【００２２】
　また、上述した嵌合状態からプラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０が上方に向か
って適宜の力で引き上げられることによって、下方側のリセプタクルコネクタ（第１の電
気コネクタ）１０からプラグコネクタ２０が上方に抜去される。
【００２３】
　このようにリセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０にプラグコネクタ（第２
の電気コネクタ）２０を嵌合・抜去する操作は、作業者の手で行われることに限られるこ
とはなく、所定の治具や機械によって自動的に行うようにしても良い。
【００２４】
　なお、これらの両電気コネクタ１０，２０同士の嵌合・抜去を行うにあたっては、下方
に配置されたリセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０に対して、上方側に配置
されたプラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０が上下に反転された状態で対向配置さ
れることとなるが、そのプラグコネクタ２０単体の説明を行うにあたっては、反転前の状
態、すなわち下方に配置された第２の配線基板Ｐ２に対して、プラグコネクタ２０を上方
側から実装した状態で説明する。
【００２５】
　このような基板接続用電気コネクタ装置を構成しているリセプタクルコネクタ（第１の
電気コネクタ）１０及びプラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０は、それぞれ細長状
に延在する絶縁ハウジング１１及び２１を有している。それらの絶縁ハウジング１１及び
２１は、プラスチック等の樹脂材を用いて例えばモールド成形されたものであるが、当該
絶縁ハウジング１１及び２１の長手方向に沿って多数の信号コンタクト部材１３及び２３
が、所定のピッチで多極状をなすように配列されている。これらの信号コンタクト部材１
３及び２３の配列方向である絶縁ハウジング１１及び２１の長手方向を、以下において「
コネクタ長手方向」と呼び、その「コネクタ長手方向」及び「上下方向」に直交する短手
方向を「コネクタ幅方向」と呼ぶこととする。
【００２６】
　これらの各絶縁ハウジング１１及び２１は、特に図９及び図１８に示されているように
、当該絶縁ハウジング１１及び２１の長手方向（コネクタ長手方向）における両端部分に
基端部１１ａ，１１ａ及び２１ａ，２１ａを有している。そして、基端部１１ａ，１１ａ
のコネクタ幅方向における中央部分同士をコネクタ長手方向に一体的に掛け渡すようにし
て中央凸部１１ｂが設けられているとともに、基端部２１ａ，２１ａのコネクタ幅方向に
おける中央部分同士をコネクタ長手方向に一体的に掛け渡すようにして中央凹部２１ｂが
設けられている。このように絶縁ハウジング１１及び２１の基端部１１ａ，１１ａ及び２
１ａ，２１ａは、中央凸部１１ｂ及び中央凹部２１ｂを介してコネクタ長手方向に対向す
る配置関係になされているが、それら基端部１１ａ，１１ａ同士、及び基端部２１ａ，２
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１ａ同士を掛け渡すようにして導電性シェル１２，２２が取り付けられている。
【００２７】
　導電性シェル１２，２２は、後述する信号コンタクト部材１３，１４に対するシールド
壁部を構成するものであって、薄板状金属部材等からなる導電性部材の折り曲げ構造体か
ら形成されており、上述した絶縁ハウジング１１及び２１の外周部分を取り囲むようにし
て、コネクタ長手方向及びコネクタ幅方向の両側から挟むようにして装着されている。こ
のとき、リセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０側に装着された導電性シェル
（シールド壁部）１２が、絶縁ハウジング１１に対して上方からの圧入により固定されて
いる一方、プラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０側に装着された導電性シェル（シ
ールド壁部）２２は、絶縁ハウジング２１に対してインサート成形により固定されている
。
【００２８】
　また、上述した絶縁ハウジング１１及び２１の中央凸部１１ｂ及び中央凹部２１ｂには
、凹溝状をなすコンタクト取付け溝１１ｃ及び２１ｃが、コネクタ長手方向に沿って一定
の間隔で並列するように凹設されており、それらのコンタクト取付け溝１１ｃ及び２１ｃ
に対して、信号コンタクト部材１３及び２３、並びに電源コンタクト部材１４及び２４が
、それぞれ圧入及びインサート成形により取り付けられている。このうちの信号コンタク
ト部材１３及び２３は、コネクタ長手方向に沿って多極状をなすようにして一定の間隔で
配列されているが、それらの信号コンタクト部材１３及び２３の多極状の配列方向（コネ
クタ長手方向）における両側外方位置に、電源コンタクト部材１４及び２４が配置されて
いる。
【００２９】
　リセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０、及びプラグコネクタ（第２の電気
コネクタ）２０の全体構成は概略以上の通りであるが、以下において各部の詳細な構成及
び配置関係について説明する。
【００３０】
　まず、リセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０の絶縁ハウジング１１に、圧
入により取り付けられた信号コンタクト部材１３、及びプラグコネクタ（第２の電気コネ
クタ）２０の絶縁ハウジング２１にインサート成形により取り付けられた信号コンタクト
部材２３は、各々の電気コネクタ１０，２０ごとに、コネクタ長手方向に沿って略平行に
延在する２列の電極列をそれぞれ形成する配置関係になされている。これら２列の電極列
を構成している信号コンタクト部材１３，１３同士、及び信号コンタクト部材２３，２３
同士は、コネクタ幅方向において対称的に向かい合う配置関係になされている。以下の説
明においては、これらの対称的な配置関係になされた信号コンタクト部材１３，１３同士
、及び信号コンタクト部材２３，２３同士を区別することなく同一の説明としている。
【００３１】
［リセプタクルコネクタのコンタクト部材について］
　より具体的には、まずリセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０側の信号コン
タクト部材１３が取り付けられている絶縁ハウジング１１の中央凸部１１ｂには、特に図
７に示されているように、上述した２列の電極列同士の間部分、すなわちコネクタ幅方向
の中央部分に、底面板から上方に突出する仕切り板１１ｄが、コネクタ長手方向に沿って
帯板状をなして延在するように設けられている。この仕切り板１１ｄは、上述したコンタ
クト取付け溝１１ｃの溝底部分を構成するものであるが、その仕切り板１１ｄと、当該仕
切り板１１ｄのコネクタ幅方向の両側に立設された長手側壁部１１ｅ，１１ｅとの間の空
間部分に、両側の電極列を構成している一対の信号コンタクト部材１３，１３が、コネク
タ幅方向に対称的な形状をなすように向かい合った位置関係で配置されている。
【００３２】
　これらの各信号コンタクト部材１３は、コネクタ幅方向におけるコネクタ中心側から外
方側に向かって湾曲状をなして延在するように折り曲げられた金属製の帯板状部材から形
成されており、上述したコンタクト取付け溝１１ｃに対して、下方からの圧入により取り
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付けられている。この信号コンタクト部材１３は、略Ｕ字形状に延在するように折り曲げ
形成された嵌合凹部１３ａが、上述した仕切り板１１ｄ寄りのコネクタ中心側部分に凹形
状をなして窪むように形成されており、その嵌合凹部１３ａの内方空間に、相手嵌合体で
あるプラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０の信号コンタクト部材２３の一部が、上
方側から挿入されて受け入れられる構成になされている。
【００３３】
　すなわち、上述したように略Ｕ字形状をなして延在する信号コンタクト部材１３の嵌合
凹部１３ａは、コネクタ幅方向に延在する底辺部１３ｂの両側から上方に向かって立ち上
がる外側立上辺部１３ｃ及び内側立上辺部１３ｄを有している。これら内外の両側立上辺
部１３ｃ，１３ｄのうち、コネクタ幅方向における外方側に配置された外側立上辺部１３
ｃは、上述した長手側壁部１１ａに凹設されたコンタクト取付け溝１１ｃに対して下方側
から圧入されることにより固定状態になされている。そして、その固定状態になされた外
側立上辺部１３ｃからコネクタ中心側（内方側）に向かって上述した底辺部１３ｂが片持
ち状に延出しているとともに、その底辺部１３ｂを介して内側立上辺部１３ｄが、同じく
片持ち状に延出している。この内側立上辺部１３ｄは、コネクタ中心側の仕切り板１１ｄ
に近接するように配置されており、上述したように固定状態になされた外側立上辺部１３
ｃに対して、コネクタ幅方向に弾性変位可能になされている。
【００３４】
　コネクタ中心側に配置された内側立上辺部１３ｄの上端部分は、上述した嵌合凹部１３
ａの内方空間に向かって湾曲形状をなして延出するように折り曲げ形成されており、その
湾曲状の折り曲げ部分のうち、嵌合凹部１３ａの内方空間に張り出した部位に凸状接点部
１３ｅが形成されている。この凸状接点部１３ｅは、前述したように嵌合凹部１３ａの内
方空間にプラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０の信号コンタクト部材２３の一部が
挿入された際に、当該信号コンタクト部材２３の一部に接触して電気的に接続される関係
になされている。この点については後段において詳細に説明する。
【００３５】
　一方、コネクタ外方側に配置された外側立上辺部１３ｃは、上述したように長手側壁部
１１ａの内部に挿入されて埋設された絶縁状態になされている。すなわち、図２５に示す
ように相手嵌合体であるプラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０の信号コンタクト部
材２３に対して電気的に接触することはなく、嵌合凹部１３ａの内方空間に挿入された信
号コンタクト部材２３の一部に対して、長手側壁部１１ａの内側表面が圧接されるように
なっている。
【００３６】
　このように、リセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０の信号コンタクト部材
１３は、各々の信号コンタクト部材１３の嵌合凹部１３ａごとに一箇所ずつの凸状接点部
１３ｅが設けられた構成になされており、その信号コンタクト部材１３ごとに一箇所ずつ
設けられた凸状接点部１３ｅを介して、プラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０の信
号コンタクト部材２３に対する信号伝送が行われる構成になされている。
【００３７】
　また、このような信号コンタクト部材１３における外側立上辺部１３ｃは、上述した底
辺部１３ｂからリセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０の上面位置まで立ち上
げられてコネクタ外方側に向かって張り出した後に下方に向かって反転するように逆Ｕ字
形状に折り曲げられており、当該リセプタクルコネクタ１０の下面位置において、再びコ
ネクタ外方側に向かって略直角に折れ曲がって基板接続脚部（コンタクト接続部）１３ｆ
になされている。この基板接続脚部１３ｆは、コネクタ幅方向の外方側に向かって略水平
に延出しており、第１の配線基板Ｐ１に対してリセプタクルコネクタ１０が実装される際
に、特に図３０に示されているように、第１の配線基板Ｐ１上の信号伝送用導電路（信号
パッド）Ｐ１ａに対して半田接合されるようになっている。この基板接続脚部１３ｆの半
田接合は、長尺状の半田材を用いて全ての基板接続脚部１３ｆに対して一括的に行われる
。
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【００３８】
　また、上述した複数体の信号コンタクト部材１３，１３，・・・の多極状の配列方向に
おける両側外方位置には、一対の電源コンタクト部材１４，１４が、中央凸部１１ｂのコ
ンタクト取付け溝１１ｃに取り付けられている。これらの各電源コンタクト部材１４，１
４は、接点部の構造を除いて上述した信号コンタクト部材１３と基本的に同様な構成を備
えており、仕切り板１１ｄを挟んだ両側にコネクタ幅方向に対称的な形状をなすように向
かい合った配置関係になされている。
【００３９】
　これらの各電源コンタクト部材１４も、コネクタ幅方向におけるコネクタ中心側から外
方側に向かって湾曲状をなして延在するように折り曲げられた金属製の帯板状部材から形
成されているが、特に図９に示されているように、当該電源コンタクト部材（又はグラン
ドコンタクト部材）１４が備えている板幅寸法Ｗ１は、上述した信号コンタクト部材１３
の板幅寸法Ｗ２の数倍、又はそれ以上の大きさとなるように設定されている（Ｗ１＞Ｗ２
）。
【００４０】
　そして、このような電源コンタクト部材１４においても、図６に示すように上述した仕
切り板１１ｄ寄りのコネクタ中心側部分に、凹形状をなして窪む嵌合凹部１４ａが略Ｕ字
形状に延在するように折り曲げ形成されており、当該嵌合凹部１４ａの内方空間に、相手
嵌合体であるプラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０の電源コンタクト部材２４の一
部が上方側から挿入されるようにして受け入れられる構成になされている。
【００４１】
　すなわち、上述したように略Ｕ字形状をなして延在する電源コンタクト部材１４の嵌合
凹部１４ａは、コネクタ幅方向に延在する底辺部１４ｂの両側から上方に向かって立ち上
がる外側立上辺部１４ｃ及び内側立上辺部１４ｄを有している。そして、これら内外の両
側立上辺部１４ｃ，１４ｄのうち、コネクタ幅方向における外方側に配置された外側立上
辺部１４ｃが、上述した長手側壁部１１ａに凹設されたコンタクト取付け溝１１ｃに対し
て下方側から圧入されることにより固定状態になされている。また、このような固定状態
になされた外側立上辺部１４ｃからは、上述した底辺部１４ｂを介して内側立上辺部１４
ｄが片持ち状に延出している。この内側立上辺部１４ｄは、コネクタ中心側の仕切り板１
１ｄに近接配置されており、上述したように固定状態になされた外側立上辺部１４ｃに対
して、コネクタ幅方向に弾性変位可能になされている。
【００４２】
　このコネクタ中心側に配置された内側立上辺部１４ｄの上端部分は、上述した嵌合凹部
１４ａの内方空間に向かって湾曲形状をなして延出するように折り曲げ形成されており、
その湾曲状の折り曲げ部分のうち、嵌合凹部１４ａの内方空間に張り出した部位に、凸状
接点部１４ｅが形成されている。この凸状接点部１４ｅは、前述したように嵌合凹部１４
ａの内方空間に、相手嵌合体であるプラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０の電源コ
ンタクト部材２４の一部が挿入された際に、当該電源コンタクト部材２４の一部に接触し
て電気的に接続される関係になされている。この点については後段において詳細に説明す
る。
【００４３】
　一方、コネクタ外方側に配置された外側立上辺部１４ｃが上下方向に延在している部分
の途中位置には凹状接点部１４ｆが形成されている。この凹状接点部１４ｆは、前述した
ように嵌合凹部１４ａの内方空間に、相手嵌合体であるプラグコネクタ（第２の電気コネ
クタ）２０の電源コンタクト部材２４の一部が挿入された際に、当該電源コンタクト部材
２４の一部の一部に接触して電気的に接続されるようになっている。この点についても後
段において詳細に説明する。
【００４４】
　このように、リセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０の電源コンタクト部材
１４は、各々の電源コンタクト部材１４の嵌合凹部１４ａごとに、凸状接点部１４ｅ及び
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凹状接点部１４ｆからなる二箇所の接点部を備えた構成になされており、相手嵌合体であ
るプラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０の電源コンタクト部材２４に対して、二箇
所の接点部１４ｅ，１４ｆを介して電源電流の供給が行われる構成になされている。
【００４５】
　また、上述した電源コンタクト部材１４の外側立上辺部１４ｃは、リセプタクルコネク
タ（第１の電気コネクタ）１０の上面位置まで立ち上げられた後に、コネクタ外方側に向
かって張り出しながら下方に向かって反転するように折り曲げられており、リセプタクル
コネクタ１０の下面位置において、コネクタ外方側に向かって略直角に折れ曲がって基板
接続脚部（コンタクト接続部）１４ｇになされている。この基板接続脚部１４ｇは、コネ
クタ幅方向の外方側に向かって略水平に延出しており、リセプタクルコネクタ１０の実装
時に、第１の配線基板Ｐ１上の電源供給用導電路（電源パッド）Ｐ１ｂに対して半田接合
されるようになっている。この基板接続脚部１４ｇの半田接合は、長尺状の半田材を用い
て全ての基板接続脚部１４ｇに対して一括的に行われる。
【００４６】
［プラグコネクタのコンタクト部材について］
　次に、プラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０における絶縁ハウジング２１の中央
凹部２１ｂは、コネクタ長手方向（多極状の配列方向）に沿って略平行に延在する一対の
長手側壁部２１ｄ，２１ｄを有しており、それらの各長手側壁部２１ｄのコネクタ長手方
向に沿って一定の間隔で配列された凹溝状のコンタクト取付け溝２１ｃに対して、信号コ
ンタクト部材２３及び電源コンタクト部材２４が、２列の電極列を構成するようにインサ
ート成形により取り付けられている。これら２列の電極列を構成している信号コンタクト
部材２３及び電源コンタクト部材２４は、コネクタ幅方向において対称的に向かい合う配
置関係になされている。
【００４７】
　より具体的には、信号コンタクト部材２３及び電源コンタクト部材２４が取り付けられ
ている絶縁ハウジング２１の中央凹部２１ｂにおいては、特に図１５及び図１６に示され
ているように、上述した２列の電極列同士の間部分、すなわち両側の長手側壁部２１ｄ，
２１ｄ同士の間部分が、コネクタ長手方向に延在する凹状空間になされているとともに、
各長手側壁部２１ｄの外周側に巻き付くようにして各信号コンタクト部材２３及び電源コ
ンタクト部材２４が取り付けられている。両側の電極列を構成している一対の信号コンタ
クト部材２３，２３同士、及び一対の電源コンタクト部材２４，２４同士は、コネクタ幅
方向に対称的な形状をなすように向かい合った位置関係で配置されている。
【００４８】
　これらの各信号コンタクト部材２３及び電源コンタクト部材２４は、上述した長手側壁
部２１ｄの上端縁部を覆うように逆Ｕの字形状の湾曲形状をなして延在するように折り曲
げられた金属製の帯板状部材から形成されているが、特に図１８に示されているように、
電源コンタクト部材２４が備えている板幅寸法Ｗ３は、信号コンタクト部材２３の板幅寸
法Ｗ４の数倍、又はそれ以上の大きさとなるように設定されている（Ｗ３＞Ｗ４）。
【００４９】
　このように本実施形態においては、電源コンタクト部材１４，２４を構成している帯板
状部材の幅寸法Ｗ１，Ｗ３が、信号コンタクト部材１３，２３を構成している帯板状部材
の幅寸法Ｗ２，Ｗ４より大きく形成されていることから（Ｗ１，Ｗ３＞Ｗ２，Ｗ４）、信
号コンタクト部材１３，２３に比して電源コンタクト部材１４，２４による嵌合保持力が
高められるようになっている。
【００５０】
　特に、本実施形態においては、信号コンタクト部材１３，２３に比して大きな嵌合保持
力を有する電源コンタクト部材１４，２４が、電気コネクタ装置の平面視において四隅に
配置された構成になされていることから、それらの電源コンタクト部材１４，２４は、両
電気コネクタ１０，２０の嵌合に関する簡易ロック機構としての機能を備えている。
【００５１】
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　そして、それらの各信号コンタクト部材２３及び電源コンタクト部材２４において、逆
Ｕの字形状をなして上方に突出する部位が、嵌合凸部２３ａ及び嵌合凸部２４ａになされ
ている。それらの嵌合凸部２３ａ及び嵌合凸部２４ａは、相手嵌合体であるリセプタクル
コネクタ（第１の電気コネクタ）１０の信号コンタクト部材１３及び電源コンタクト部材
１４に設けられた嵌合凹部１３ａ及び嵌合凹部１４ａに対して上方側から挿入され、信号
コンタクト部材１３及び電源コンタクト部材１４が弾性変位することで受け入れられる構
成になされている。
【００５２】
　ここで、上述した信号コンタクト部材２３及び電源コンタクト部材２４における逆Ｕの
字形状をなす嵌合凸部２３ａ及び嵌合凸部２４ａは、上下方向に略平行に延在するコネク
タ中心側の内壁面と、コネクタ外方側の外壁面とを有しているが、それらコネクタ内外の
両壁面のうち、嵌合凸部２３ａの各内壁面には、凹状接点部２３ｂが形成されている。そ
して、双方の電気コネクタ１０及び２０同士が嵌合されて、前述したリセプタクルコネク
タ（第１の電気コネクタ）１０に設けられた信号コンタクト部材１３及び電源コンタクト
部材１４の嵌合凹部１３ａ，１４ａの内方空間に、プラグコネクタ（第２の電気コネクタ
）２０に設けられた信号コンタクト部材２３及び電源コンタクト部材２４の嵌合凸部２３
ａ，２４ａが挿入された際に、プラグコネクタ２０側の凹状接点部２３ｂが、リセプタク
ルコネクタ１０側の凸状接点部１３ｅに対して弾性的に接触して電気的な接続が行われる
ようになっている。
【００５３】
　一方、信号コンタクト部材２３に設けられた嵌合凸部２３ａの外壁面は、平坦面状をな
して延在している。そして、双方の電気コネクタ１０及び２０同士が嵌合されて、前述し
たリセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０に設けられた信号コンタクト部材１
３の嵌合凹部１３ａの内方空間に、プラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０に設けら
れた信号コンタクト部材２３の嵌合凸部２３ａが挿入された際にあっては、図２５に示す
ようにプラグコネクタ２０側に平坦面状をなすように設けられた嵌合凸部２３ａの外壁面
が、前述したリセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０側の絶縁ハウジング１１
に設けられた長手側壁部１１ｅの内壁面に対してコネクタ中心側から圧接された状態にな
され、それによって電気的な接続が行われない絶縁された状態となる構成になされている
。
【００５４】
　このように本実施形態においては、両電気コネクタ１０，２０同士の嵌合が行われた際
に、リセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０の信号コンタクト部材１３が挟持
された絶縁ハウジング１１の一部によって、当該信号コンタクト部材１３の凸状接点部１
３ｅが、相手嵌合体であるプラグコネクタ２０側の凹状接点部２３ｂに押圧される構造に
なされていることから、接点部の電気的な接続性が高められるとともに、絶縁ハウジング
１１の誘電性を利用した信号伝送のインピーダンス整合が期待できる。
【００５５】
　また、上述した両電気コネクタ１０，２０に設けられた信号コンタクト部材１３，２３
同士は、コネクタ中心側に配置された凸状接点部１３ｅ及び凹状接点部２３ｂからなる一
箇所の接点部のみで電気的に接続される構成になされており、当該一箇所の接点部を介し
て信号伝送が行われるようになっている。
【００５６】
　これに対して、電源コンタクト部材２４に設けられた嵌合凸部２４ａのコネクタ外方側
壁面が上下方向に延在している途中位置には、凸状接点部２４ｃが形成されている。そし
て、双方の電気コネクタ１０及び２０同士が嵌合されることで、前述したリセプタクルコ
ネクタ（第１の電気コネクタ）１０に設けられた信号コンタクト部材１３の嵌合凹部１３
ａの内方空間に、プラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０に設けられた信号コンタク
ト部材２３の嵌合凸部２３ａが挿入された際に、プラグコネクタ２０側の凸状接点部２４
ｃが、リセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０側の電源コンタクト部材１４に
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設けられた凹状接点部１４ｆに接触して電気的に接続される関係になされている。
【００５７】
　このように、両電気コネクタ１０，２０に設けられた電源コンタクト部材１４，２４同
士は、コネクタ中心側に配置された凸状接点部１４ｅ及び平面部からなる内方側の接点部
と、コネクタ外方側に配置された凹状接点部１４ｆ及び凸状接点部２４ｃからなる外方側
の接点部とからなる二箇所の接点部を介して電気的に接続される構成になされており、当
該二箇所の接点部を介して電源電流が供給されるようになっている。
【００５８】
　以上の通り本実施形態によれば、信号コンタクト部材１３，２３の嵌合凹部１３ａ及び
嵌合凸部２３ａごとに一箇所ずつ設けられた凸状接点部１３ｅ及び凹状接点部２３ｂを通
して信号の伝送が行われることから、特に高周波伝送における干渉が低減されて良好な伝
送特性が得られる一方、電源コンタクト部材（又はグランドコンタクト部材）１４，２４
の嵌合凹部１４ａ及び嵌合凸部２４ａに設けられた凸状接点部１４ｅ及び平面部と、凸状
接点部２４ｃ及び凹状接点部１４ｆ同士が接触状態になされることから、十分な嵌合保持
力が得られる。
【００５９】
　また、上述した信号コンタクト部材２３及び電源コンタクト部材（又はグランドコンタ
クト部材）２４に設けられた嵌合凸部２３ａ及び２４ａの内壁面における下端部分は、プ
ラグコネクタ２０の下面位置において、コネクタ外方側に向かって略直角に折れ曲がって
基板接続脚部（コンタクト接続部）２３ｃ，２４ｄになされている。これらの基板接続脚
部２３ｃ，２４ｄは、コネクタ幅方向の外方側に向かって略水平に延出しており、プラグ
コネクタ２０の実装時に、特に図３１に示されているように、第２の配線基板Ｐ２上の信
号伝送用導電路（信号パッド）Ｐ２ａ及び電源供給用導電路（電源パッド）Ｐ２ｂに対し
て半田接合されるようになっている。これらの基板接続脚部２３ｃ，２４ｄの半田接合は
、長尺状の半田材を用いて全ての基板接続脚部２３ｃ，２４ｄに対して一括的に行われる
。
【００６０】
［リセプタクルコネクタの導電性シェルについて］
　次に、リセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０側にシールド壁部として設け
られた導電性シェル１２は、２体に分割された枠状構造体から形成されており、互いに向
き合うように対向配置された状態で絶縁ハウジング１１に装着されている。すなわち、こ
れら一対の導電性シェル（シールド壁部）１２，１２の各々は、平面視において略Ｌ字形
状をなす薄板状金属の折曲部材から形成されており、それらの各導電性シェル１２におけ
る平面略Ｌ字形状の長辺部分を構成している長手側壁板１２ａが、コネクタ長手方向に沿
って延在するように配置されているとともに、平面略Ｌ字形状の短辺部分を構成している
短手側壁板１２ｂが、コネクタ幅方向に沿って延在するように配置されている。そして、
これら一対の導電性シェル１２，１２を構成している長手側壁板１２ａ，１２ａ同士、及
び短手側壁板１２ｂ，１２ｂ同士が、互いに略平行に対向した状態に配置され、そのよう
な対向配置関係になされることによって、平面視したときの全体形状が略長方形状をなす
枠体構造が構成されている。
【００６１】
　ここで、導電性シェル（シールド壁部）１２の短手側壁板１２ｂの上縁部分には、一対
の固定係止片１２ｃ，１２ｃが所定の間隔をなして設けられている。それらの各固定係止
片１２ｃは、後述するように補助カバーを構成するものであるが、短手側壁板１２ｂの上
縁部分からコネクタ中心側（内方側）に向かって張り出すように折り曲げられた後に下方
に向かって反転する逆Ｕ字状の折り曲げ湾曲形状になされている。そして、これらの両固
定係止片１２ｃ，１２ｃが、前述した絶縁ハウジング１１の基端部１１ａに対して上方か
ら圧入されることによって、導電性シェル１２の全体が絶縁ハウジング１１に対して固定
状態になされている。
【００６２】
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　一方、導電性シェル（シールド壁部）１２の長手側壁板１２ａ及び短手側壁板１２ｂの
下端縁部には、第１の配線基板Ｐ１の表面に向かって下方に突出する板状突起片からなる
グランド接続部１２ｄが、複数体にわたって形成されている。これらの各グランド接続部
１２ｄを構成している板状突起片は、長手側壁板１２ａ及び短手側壁板１２ｂと面一な表
面を有して連続するように形成されており、長手側壁板１２ａ及び短手側壁板１２ｂの板
厚内において延在している。
【００６３】
　このように本実施形態にかかるリセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０にお
いては、導電性シェル（シールド壁部）１２のグランド接続部（板状突起片）１２ｄが、
導電性シェル１２の板厚範囲内に収められた状態で配置されており、導電性シェル１２の
外方に張り出すことがない構成になされていることからコネクタ全体の小型化が図られる
ようになっている。
【００６４】
　なお、上述したグランド接続部１２ｄの下端部は、第１の配線基板Ｐ１の表面に設けら
れたグランド導電路（グランドパッド）Ｐ１ｃに対して半田接合されることで電気的な接
続が行われるが、その場合のグランド接続部１２ｄの半田接合は、長尺状の半田材を用い
て全てのグランド接続部１２ｄに対して一括的に行われる。
【００６５】
　このような平面略長方形状の枠体構造からなる導電性シェル（シールド壁部）１２が、
絶縁ハウジング１１の外周を全周にわたって囲むように構成されていることにより、絶縁
ハウジング１１に取り付けられた信号コンタクト部材１３に対する電磁遮蔽が行われるよ
うになっている。
【００６６】
　特に、当該導電性シェル（シールド壁部）１２の長手側壁板１２ａは、前述した信号コ
ンタクト部材１３の基板接続脚部（コンタクト接続部）１３ｆからコネクタ幅方向に所定
の間隔をなす位置において、第１の配線基板Ｐ１の表面上に対して立設される配置関係に
なされている。すなわち、当該導電性シェル１２の長手側壁板１２ａが、信号コンタクト
部材１３の基板接続脚部１３ｆの外端面に対向しつつコネクタ長手方向（多極状の配列方
向）に延在していることによって、基板接続脚部１３ｆを含む信号コンタクト部材１３の
全体に対する電磁遮蔽が、上述した基板接続脚部１３ｆと導電性シェル１２の長手側壁板
１２ａとの間の空間部分を介して適宜にインピーダンス整合された状態で良好に行われる
構成になされている。
【００６７】
［側方検査窓について］
　また、上述した導電性シェル（シールド壁部）１２の長手側壁板１２ａに設けられた複
数体のグランド接続部（板状突起片）１２ｄは、コネクタ長手方向（多極状の配列方向）
において一定の間隔をなして配置されているが、そのコネクタ長手方向に隣り合う一対の
グランド接続部１２ｄ，１２ｄ同士の間隔領域には、信号コンタクト部材１３の基板接続
脚部（コンタクト接続部）１３ｆをコネクタ幅方向に向かって目視可能とする空間からな
る側方検査窓１２ｅが形成されている。
【００６８】
　すなわち、その導電性シェル（シールド壁部）１２に設けられた各グランド接続部１２
ｄは、信号コンタクト部材１３の基板接続脚部（コンタクト接続部）１３ｆに対して、コ
ネクタ長手方向における設置位置をずらした配置関係になされており、コネクタ長手方向
に隣り合う基板接続脚部１３ｆ，１３ｆ同士の間部分にグランド接続部１２ｄが配置され
た関係になされている。そして、これらのコネクタ長手方向に隣り合う一対のグランド接
続部１２ｄ，１２ｄ同士の間部分には、当該グランド接続部１２ｄ，１２ｄと、導電性シ
ェル１２の長手側壁板１２ａの下縁部とで形成される横長状の空間部分が形成されており
、その横長状の空間部分が、上述した側方検査窓１２ｅになされている。
【００６９】
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　本実施形態にかかる側方検査窓１２ｅのコネクタ長手方向における長さは、基板接続脚
部（コンタクト接続部）１３ｆの複数体（３体）が並列する長さに相当するように形成さ
れており、当該側方検査窓１２ｅを通して、組立て作業者がコネクタ幅方向に向かって目
視した場合にあっては、その側方検査窓１２ｅの内方領域に、複数体（３体）の基板接続
脚部１３ｆの端面が視覚的に確認されるようになっている。
【００７０】
［平面カバーについて］
　さらに、上述した各導電性シェル（シールド壁部）１２の長手側壁板１２ａの上縁部分
には、略水平に延在する平面カバー１２ｆが連設されている。この平面カバー１２ｆは、
長手側壁板１２ａの上縁部からコネクタ中心側（内方側）に向かって略直角に折り曲げら
れるように形成されており、長手側壁板１２ａから信号コンタクト部材１３の基板接続脚
部（コンタクト接続部）１３ｆの先端付近に至るまでの間に形成されている空間部分を上
方側から覆うように略水平に延在している。
【００７１】
　このように本実施形態によれば、信号コンタクト部材１３の基板接続脚部（コンタクト
接続部）１３ｆに対する電磁遮蔽作用を、導電性シェル（シールド壁部）１２により良好
に得られるものであるが、特に、本実施形態にかかるリセプタクルコネクタ（第１の電気
コネクタ）１０の導電性シェル１２には、絶縁ハウジング１１の上側表面を第１の配線基
板Ｐ１と略平行に覆う平面カバー１２ｆが設けられていることから、基板接続脚部１３ｆ
に対する電磁遮蔽作用が平面カバー１２ｆによりさらに高められる。
【００７２】
　その平面カバー１２ｆは、絶縁ハウジング１１の中央凸部１１ｂをコネクタ幅方向に挟
んだ両側に互いに対向するように一対配置されているが、それらの各平面カバー１２ｆに
おけるコネクタ中心側の内端縁部分には、複数体のカバー連結部１２ｇが、コネクタ長手
方向に一定の間隔をなして設けられている。これらの各カバー連結部１２ｇは、コネクタ
中心側に向かって略水平に突出する板状突起片から形成されており、中央凸部１１ｂの長
手側壁部１１ｅに台座状をなすように形成された受け部１１ｆに対して上方から載置され
るようにして支持されている。このようなカバー連結部１２ｇが設けられていることによ
って、リセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０とプラグコネクタ（第２の電気
コネクタ）２０の挿抜時の補強が行われるようになっている。
【００７３】
　これらの各カバー連結部１２ｇを構成している板状突起片は、平面カバー１２ｆと面一
な表面を有して連続するように形成されており、平面カバー１２ｆの板厚内において延在
している。このように平面カバー１２ｆに設けられたカバー連結部１２ｇは、平面カバー
１２ｆの板厚範囲内に収められた状態で配置されており、平面カバー１２ｆの外方に張り
出すことがないことから、コネクタ全体の低背化が図られるようになっている。
【００７４】
　また、この平面カバー１２ｆに設けられた複数体のカバー連結部１２ｇは、上述したよ
うにコネクタ長手方向において一定の間隔をなして配置されているが、そのコネクタ長手
方向に隣り合う一対のカバー連結部１２ｇ，１２ｇ同士の間隔領域には、信号コンタクト
部材１３の基板接続脚部（コンタクト接続部）１３ｆを下方向に向かって目視可能とする
空間からなる平面検査窓１２ｈが形成されている。
【００７５】
　すなわち、上述した導電性シェル（シールド壁部）１２に設けられた各カバー連結部１
２ｇは、信号コンタクト部材１３の基板接続脚部（コンタクト接続部）１３ｆに対して、
コネクタ長手方向における設置位置をずらした配置関係になされており、コネクタ長手方
向に隣り合う基板接続脚部１３ｆ，１３ｆ同士の間部分にカバー連結部１２ｇが配置され
た関係になされている。そして、これらのコネクタ長手方向に隣り合う一対のカバー連結
部１２ｇ，１２ｇ同士の間部分には、当該カバー連結部１２ｇ，１２ｇと、導電性シェル
１２の平面カバー１２ｆの内端縁部とで形成される横長状の空間部分が形成されており、
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その横長状の空間部分が、上述した平面検査窓１２ｈになされている。
【００７６】
　本実施形態にかかる平面検査窓１２ｈのコネクタ長手方向における長さは、基板接続脚
部（コンタクト接続部）１３ｆの複数体（３体）が並列する長さに相当するように形成さ
れており、当該平面検査窓１２ｈを通して、組立て作業者が下方向に向かって目視した場
合にあっては、その平面検査窓１２ｈの内方領域に、複数体（３体）の基板接続脚部１３
ｆの端面が視覚的に確認されるようになっている。
【００７７】
　このように本実施形態においては、導電性シェル１２に設けられた側方検査窓１２ｅ及
び平面検査窓１２ｈを通して、第１の配線基板Ｐ１の信号伝送用導電路（信号パッド）Ｐ
１ａに対する基板接続脚部（コンタクト接続部）１３ｆの接続状態やコネクタの組み立て
状態が、側方及び上方から目視で確認されるようになっている。
【００７８】
［接触片について］
　さらに、上述した導電性シェル１２の平面カバー１２ｆ及びその平面カバー１２ｆから
下方に折れ曲がって延びている長手側壁板１２ａにかけての部位には、嵌合相手に弾性的
に接触する板バネ状の接触片１２ｉが、切り起こすようにして一体的に形成されている。
この接触片１２ｉは、コネクタ長手方向に一定の間隔をなして複数体形成されており、そ
の接触片１２ｉを構成している板バネ状部材の根元部分が平面カバー１２ｆ側に設けられ
ているとともに、当該板バネ状部材の先端部分が、長手側壁板１２ａの外表面からコネク
タ幅方向の外方側に向かって斜めに張り出すように形成されている。
【００７９】
　そして、リセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０に対してプラグコネクタ（
第２の電気コネクタ）２０が上方側から嵌合されて来た際に、上述した接触片１２ｉの先
端部分が、プラグコネクタ２０の導電性シェル（後述）に対して、内方側から弾性的に接
触する配置関係になされている。この点については、後段において詳細に説明する。
【００８０】
　なお、上述した各接触片１２ｉは、コネクタ長手方向に隣り合う一対のカバー連結部１
２ｇ，１２ｇ同士の間部分に配置されており、そのようにカバー連結部１２ｇ対して接触
片１２ｉがコネクタ長手方向に位置ズレされた配置関係になされていることによって、接
触片１２ｉに付与される押圧力が、カバー連結部１２ｇに対して直接的に作用することが
なくなり、それによってカバー連結部１２ｇの強度が維持されるようになっている。
【００８１】
［嵌合ガイドについて］
　一方、上述したように導電性シェル（シールド壁部）１２の長手側壁板１２ａに設けら
れた平面カバー１２ｆの表面は、両電気コネクタ１０，２０同士の嵌合が行われる際に相
互の接触移動を許容する滑りガイド面になされている。また、このような滑りガイド面に
なされた平面カバー１２ｆの表面に対して、導電性シェル１２の短手側壁板１２ｂの上縁
部分に連設された固定係止片１２ｃ，１２ｃの頂部表面は、当該平面カバー１２ｆの表面
と略同一の高さとなるように配置されており、それらの各固定係止片１２ｃの頂部表面も
、両電気コネクタ１０，２０同士の嵌合が行われる際の滑りガイド面になされている。こ
のように導電性シェル１２に設けられた固定係止片１２ｃは、平面カバー１２ｆに対する
補助カバーとしての構成を備えており、これらの平面カバー１２ｆと補助カバー１２ｃと
により滑りガイド面が構成されている。
【００８２】
　このような滑りガイド面をなす平面カバー１２ｆ及び補助カバー（固定係止片）１２ｃ
に対しては、後述するプラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０の導電性シェル２２の
表面が上方から接触して滑動する構成になされており、予め定められた嵌合位置までのガ
イドが行われるが、この点についても、後段において詳細に説明する。
【００８３】
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［プラグコネクタの導電性シェルについて］
　一方、プラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０側にシールド壁部として設けられた
導電性シェル２２も、２体に分割された枠状構造体から形成されており、互いに向き合う
ように対向配置された状態で絶縁ハウジング２１に装着されている。すなわち、これら一
対の導電性シェル（シールド壁部）２２，２２の各々は、平面視において略コ字形状をな
す薄板状金属の折曲部材から形成されており、それらの各導電性シェル２２における平面
略コ字形状の長辺部分を構成している長手側壁板２２ａが、コネクタ長手方向に沿って延
在するように配置されている。
【００８４】
　また、上述した長手側壁板２２ａにおけるコネクタ長手方向の両端部分には、対向配置
された他方の導電性シェル２２に向かって略直角に折り曲げられた固定係止片２２ｂ，２
２ｂが一体的に連設されている。それらの各導電性シェル２２の固定係止片２２ｂ，２２
ｂは、コネクタ幅方向に延出しており、絶縁ハウジング１１のコネクタ長手方向における
端縁部分を構成している基端部２１ａ，２１ａの内部にインサート成形により埋設される
ことによって、導電性シェル２２の全体が絶縁ハウジング２１に固定状態になされている
。
【００８５】
　このとき、上述した各導電性シェル２２の固定係止片２２ｂには、絶縁ハウジング２１
に対する位置決めを行うとともに固定係止力を高めるための係合穴２２ｆが貫通形成され
ており、上述したようなインサート成形が行われる際に、絶縁ハウジング２１の基端部２
１ａに設けられた係止突起２１ｅが、当該導電性シェル２２の係合穴２２ｆに貫通した状
態となるように成形される。
【００８６】
　そして、上述した一対の導電性シェル（シールド壁部）２２，２２を構成している長手
側壁板２２ａ，２２ａ同士が、互いに略平行に対向した状態に配置されるとともに、短手
側壁板を構成している固定係止片２２ｂ，２２ｂ同士がコネクタ幅方向に突き合わせ配置
されることによって、平面視したときの全体形状が略長方形状をなす枠体構造が構成され
るようになっている。
【００８７】
　このようにプラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０側においては、平面略コ字形状
をなす一対の導電性シェル（シールド壁部）２２，２２同士が対向配置された枠体構造が
構成されている一方、前述したリセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０側にお
いては、平面略Ｌ字形状をなす一対の導電性シェル（シールド壁部）１２，１２同士が対
向配置された枠体構造が構成されている。従って、それらの両電気コネクタ１０，２０同
士が嵌合された状態にあっては、リセプタクルコネクタ１０側の導電性シェル１２，１２
同士の対向配置により生じている隙間が、プラグコネクタ２０側の導電性シェル２２によ
って外方側から覆われているとともに、プラグコネクタ２０側の導電性シェル２２，２２
同士の対向配置により生じている隙間が、リセプタクルコネクタ１０側の導電性シェル１
２によって内方側から覆われている。その結果、電気コネクタ装置の全周がシールド壁部
により完全に覆われた状態となって、極めて良好なシールド機能が得られるようになって
いる。
【００８８】
　一方、導電性シェル（シールド壁部）２２の長手側壁板２２ａ及び固定係止片（短手側
壁板）２２ｂの下端縁部には、第２の配線基板Ｐ２の表面に向かって下方に突出する板状
突起片からなるグランド接続部２２ｃが、複数体にわたって形成されている。これらの各
グランド接続部２２ｃを構成している板状突起片は、長手側壁板２２ａ及び固定係止片（
短手側壁板）２２ｂと面一な表面を有して連続するように形成されており、長手側壁板２
２ａ及び固定係止片（短手側壁板）２２ｂの板厚内において延在している。
【００８９】
　このように本実施形態にかかるプラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０においては
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、導電性シェル（シールド壁部）２２の長手側壁板２２ａの両端部分に設けられた固定係
止片（短手側壁板）２２ｂが、絶縁ハウジング１１の基端部２１ａの内部に埋設されるよ
うにインサート成形されていることから、絶縁ハウジング２１の全長範囲内に導電性シェ
ル２２が収められた状態で配置されて導電性シェル２２が絶縁ハウジング２１の外方に張
り出すことがなく、コネクタ長手方向においてコネクタ全体の小型化が図られるようにな
っている。加えて本実施形態では、導電性シェル（シールド壁部）２２のグランド接続部
（板状突起片）２２ｃが、導電性シェル２２の板厚範囲内に収められた状態で配置されて
いることから、導電性シェル２２の外方に張り出すことがなく、コネクタ幅方向において
もコネクタ全体の小型化が更に図られるようになっている。
【００９０】
　なお、上述したグランド接続部２２ｃの下端部は、第２の配線基板Ｐ２の表面に設けら
れたグランド導電路（グランドパッド）Ｐ２ｃに対して半田接合されることで電気的な接
続が行われるが、その場合のグランド接続部２２ｃの半田接合は、長尺状の半田材を用い
て全てのグランド接続部２２ｃに対して一括的に行われる。
【００９１】
　このような平面略長方形状の枠体構造からなる導電性シェル（シールド壁部）２２が、
絶縁ハウジング２１の外周を全周にわたって囲むように構成されていることにより、絶縁
ハウジング２１に取り付けられた信号コンタクト部材２３に対する電磁遮蔽が行われるよ
うになっている。
【００９２】
　特に、当該導電性シェル（シールド壁部）２２の長手側壁板２２ａは、前述した信号コ
ンタクト部材２３の基板接続脚部（コンタクト接続部）２３ｃからコネクタ幅方向に所定
の間隔をなす位置において、第２の配線基板Ｐ２の表面上に立設される配置関係になされ
ている。すなわち、導電性シェル２２の長手側壁板２２ａが、信号コンタクト部材２３の
基板接続脚部２３ｃの外端面に対向しつつコネクタ長手方向（多極状の配列方向）に延在
していることにより、基板接続脚部２３ｃを含む信号コンタクト部材２３の全体に対する
電磁遮蔽が、上述した基板接続脚部２３ｃと導電性シェル２２の長手側壁板２２ａとの間
の空間部分を介して適宜にインピーダンス整合された状態で良好に行われる構成になされ
ている。
【００９３】
　以上の通り本実施形態においては、リセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０
及びプラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０の各々において、基板接続脚部（コンタ
クト接続部）１３ｆ，２３ｃに対する電磁遮蔽作用をそれぞれのシールド壁部として設け
られた導電性シェル１２，２２により得るようにしているが、それらの両電気コネクタ１
０，２０同士が嵌合された際にあっては、導電性シェル１２，２２が内外において二重に
配置され、かつ導電性シェル１２，２２の一方により構成されるシールド壁部と、両配線
基板Ｐ１，Ｐ２のうちの一方との間に形成される隙間が、導電性シェル１２，２２の他方
により構成されるシールド壁部により部分的に覆われることから、電気コネクタ装置とし
て極めて良好な電磁遮蔽作用が得られる。特に、導電性シェル１２，２２と第１及び第２
の配線基板Ｐ１，Ｐ２との隙間を効率的に塞ぐことができるため、十分なＥＭＩ対策が期
待できる。
【００９４】
［側方検査窓について］
　また、上述した導電性シェル（シールド壁部）２２の長手側壁板２２ａに設けられた複
数体のグランド接続部（板状突起片）２２ｃは、コネクタ長手方向（多極状の配列方向）
において一定の間隔をなして配置されているが、そのコネクタ長手方向に隣り合う一対の
グランド接続部２２ｃ，２２ｃ同士の間隔領域には、信号コンタクト部材２３の基板接続
脚部（コンタクト接続部）２３ｃをコネクタ幅方向に向かって目視可能とする空間からな
る側方検査窓２２ｄが形成されている。
【００９５】
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　すなわち、上述した導電性シェル（シールド壁部）２２に設けられた各グランド接続部
２２ｃは、信号コンタクト部材２３の基板接続脚部（コンタクト接続部）２３ｃに対して
、コネクタ長手方向における設置位置をずらした配置関係になされており、コネクタ長手
方向に隣り合う基板接続脚部２３ｃ，２３ｃ同士の間部分にグランド接続部２２ｃが配置
された関係になされている。そして、これらのコネクタ長手方向に隣り合う一対のグラン
ド接続部２２ｃ，２２ｃ同士の間部分には、当該グランド接続部２２ｃ，２２ｃと、導電
性シェル２２の長手側壁板２２ａの下縁部とで形成される横長状の空間部分が形成されて
おり、その横長状の空間部分が、上述した側方検査窓２２ｄになされている。
【００９６】
　本実施形態にかかる側方検査窓２２ｄのコネクタ長手方向における長さは、基板接続脚
部（コンタクト接続部）２３ｃの複数体（３体）が並列する長さに相当するように形成さ
れており、当該側方検査窓２２ｄを通して、組立て作業者がコネクタ幅方向に向かって目
視した場合にあっては、その側方検査窓２２ｄの内方領域に、複数体（３体）の基板接続
脚部２３ｃの端面が視覚的に確認されるようになっている。
【００９７】
　このように本実施形態にかかるプラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０においても
、導電性シェル２２に設けられた側方検査窓２２ｄを通して、第２の配線基板Ｐ２の信号
伝送用導電路（信号パッド）Ｐ２ａに対する板接続脚部（コンタクト接続部）２３ｃの接
続状態やコネクタの組み立て状態が側方から目視で確認されるようになっている。
【００９８】
　また、このようなプラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０に設けられた導電性シェ
ル（シールド壁部）２２は、両電気コネクタ１０，２０同士を嵌合した際に、リセプタク
ルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０の外周を全周にわたって外方側から覆うように配
置されるが、その際、プラグコネクタ２０の導電性シェル２２の内壁面が、前述したリセ
プタクルコネクタ１０の導電性シェル１２に設けられた接触片１２ｉの先端部分に対して
外方側から弾性的に接触する配置関係になされている。これによって、両導電性シェル１
２，２２同士が電気的なグランド接続状態になされる。
【００９９】
　すなわち、本実施形態においては、両電気コネクタ１０，２０同士の嵌合時に、リセプ
タクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０の導電性シェル（シールド壁部）１２に設け
られた接触片１２ｉを通して電気的なグランド接続が行われることから、グランド抵抗が
低減され、その分、シールド特性が向上される。
【０１００】
［嵌合ガイドについて］
　一方、上述した導電性シェル（シールド壁部）２２の長手側壁板２２ａの上縁部分は、
両電気コネクタ１０，２０同士の嵌合が行われる際に相互の接触移動を許容する滑りガイ
ド面になされている。この滑りガイド面としての長手側壁板２２ａは、前述したリセプタ
クルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０の導電性シェル１２に同じく滑りガイド面をな
すように設けられた平面カバー１２ｆに対して上方から接触可能となる配置関係になされ
ている。そして、図２７～図２９に示されているように、下方に配置されたリセプタクル
コネクタ（第１の電気コネクタ）１０の導電性シェル１２の平面カバー１２ｆに対して、
上下を反転されたプラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０の導電性シェル２２の長手
側壁板２２ａが、上方から接触配置された状態になされ、その接触配置が維持された状態
で相対的な滑動が行われることによって、予め定められた嵌合位置に対する位置合わせが
行われる構成になされている。
【０１０１】
　ここで、当該プラグコネクタ（第２の電気コネクタ）２０に設けられた導電性シェル（
シールド壁部）２２の四隅における角部領域、すなわち長手側壁板２２ａと短手側壁板を
構成している固定係止片２２ｂとが連結されている部位には、両電気コネクタ１０，２０
同士を嵌合位置に規制する位置決め部２２ｅが、計４体にわたって設けられている。これ
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らの各位置決め部２２ｅは、長手側壁板２２ａ及び固定係止片（短手側壁板）２２ｂの上
端縁から段差をなして突出する台座状の凸状部分から形成されており、長手側壁板２２ａ
と固定係止片（短手側壁板）２２ｂとの連結形状に沿ってコネクタ長手方向及びコネクタ
幅手方向に延在して平面略Ｌ字形状をなすように形成されている。
【０１０２】
　そして、前述したように下方に配置されたリセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ
）１０の導電性シェル１２の平面カバー１２ｆに対して、プラグコネクタ（第２の電気コ
ネクタ）２０の導電性シェル２２の長手側壁板２２ａが上方から接触配置された状態で相
対的な滑動が行われて予め定められた嵌合位置に至ると、プラグコネクタ２０側の導電性
シェル２２に設けられた位置決め部２２ｅが、リセプタクルコネクタ１０側の導電性シェ
ル１２の四隅角部に対して外方側から嵌り込み、それによって嵌合位置の位置合わせが行
われる構成になされている。
【０１０３】
　なお、両電気コネクタ１０，２０同士の嵌合状態において、プラグコネクタ（第２の電
気コネクタ）２０の導電性シェル２２に設けられた位置決め部２２ｅは、リセプタクルコ
ネクタ（第１の電気コネクタ）１０が実装されている第１の配線基板Ｐ１の表面に対向配
置されることとなるが、その位置決め部２２ｅが対向配置される第１の配線基板Ｐ１の表
面に、導電路等は形成されていない。従って、両電気コネクタ１０，２０の低背化を行っ
ても、嵌合時に位置決め部２２ｅが第１の配線基板Ｐ１の表面に接触する事態が回避され
るようになっている。
【０１０４】
　このように本実施形態においては、両電気コネクタ１０，２０同士を嵌合させるにあた
って、当該両電気コネクタ１０，２０の導電性シェル１２，２２の滑りガイド面１２ｆ，
２２ａ同士を接触させながら相対的に移動させることから、電気コネクタ１０，２０同士
の相対移動が低摩擦状態で良好に行われる。
【０１０５】
　そして、上述したような電気コネクタ１０，２０同士の相対移動が行われるにあっては
、金属等の導電性部材からなる滑りガイド面１２ｆ，２２ａ同士が接触状態になされるこ
とから、樹脂等の他の部材の接触状態に比して、削れ・破損などの使用耐久上の問題を生
じにくい。
【０１０６】
　さらに、最終的な嵌合位置まで移動が行われた際にあっては、導電性シェル（シールド
壁部）２２に設けられた位置決め部２２ｅにより位置規制が行われることから、嵌合操作
が円滑に行われる。
【０１０７】
　次に、図３２～図３７に示した他の実施形態にかかる基板接続用電気コネクタ装置のリ
セプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０’及びプラグコネクタ（第２の電気コネ
クタ）２０’の構成について説明する。本実施形態において、上述した実施形態と同一の
構成を有する部材については同一の符号を付して説明を省略することとするが、本実施形
態にかかるリセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）１０’及びプラグコネクタ（第
２の電気コネクタ）２０’の各導電性シェル（シールド壁部）１２’，２２’を構成して
いる長手側壁板１２ａ’，２２ａ’には、上述した実施形態にかかる側方検査窓１２ｅ，
２２ｄが設けられていない。
【０１０８】
　すなわち、第１及び第２の両電気コネクタ１０’，２０’に設けられた各導電性シェル
１２’，２２’の長手側壁板１２ａ’，２２ａ’を構成している平板帯状部材の端縁部の
うち、実装時に第１及び第２の配線基板Ｐ１及びＰ２の表面に対面するように配置される
下端縁部１２ｊ，２２ｇが、両配線基板Ｐ１，Ｐ２の表面に沿って略直線状に延在するよ
うに形成されている。これらの各導電性シェル１２’，２２’の長手側壁板１２ａ’，２
２ａ’の下端縁部１２ｊ，２２ｇは、実装時に、第１及び第２の配線基板Ｐ１及びＰ２の
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表面に対して、上述した実施形態にかかる側方検査窓１２ｅ，２２ｄのような隙間を生じ
ることなく配置される構成になされたものであって、当該シールド壁部１２，２２は、多
極状をなすように配列された全ての基板接続脚部（コンタクト接続部）１３ｆ，１４ｇ，
２３ｃ，２４ｄと対向するように一体的に延在する構成になされている。
【０１０９】
　このとき、上述した各導電性シェル１２’，２２’の長手側壁板１２ａ’，２２ａ’の
下端縁部１２ｊ，２２ｇは、実装時に、第１及び第２の配線基板Ｐ１及びＰ２上のグラン
ド導電路（グランドパッド）Ｐ１ｃ，Ｐ２ｃに当接する部分が半田接合され、多点にわた
る電気的な接続状態になされる。
【０１１０】
　このような構成を有する他の実施形態によれば、第１及び第２の配線基板Ｐ１及びＰ２
の表面と、各導電性シェル（シールド壁部）１２’，２２’の長手側壁板１２ａ’，２２
ａ’との間の隙間がほとんど生じない閉塞状態になされることで遮蔽性が向上されるとと
もに、その各導電性シェル１２’，２２’の端縁部の複数箇所が、第１及び第２の配線基
板Ｐ１及びＰ２側に接続されることによって、多点にわたるグランド接続が行われること
から、極めて良好なシールド特性が得られることとなる。
【０１１１】
　なお、本実施形態にかかる電気コネクタ装置のコネクタ組立て状態の検査は、当該電気
コネクタ装置に対して、例えば上方から検査用のレーザー光を照射して絶縁ハウジング１
１，２１の反り等を計測することによって行われる。
【０１１２】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施形態に基づき具体的に説明したが、本実施
形態は上述した実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変
形可能であるというのはいうまでもない。
【０１１３】
　例えば、上述した実施形態における接触片１２ｉを構成している板バネ状部材は、根元
側の基端部分を長手側壁板１２ａに設けるとともに、当該接触片１２ｉの先端部分を平面
カバー１２ｆ側に設ける構成とすることも可能である。さらにその接触片１２ｉの接続相
手は、相手コネクタに限定されることはなく、例えば機器の導電性の筐体と接続する構成
も採用することができる。
【０１１４】
　また、上述した実施形態における電源コンタクト部材１４及び２４は、接地用のグラン
ドコンタクト部材とすることも可能である。
【０１１５】
　さらに、上述した実施形態におけるコンタクト部材１２，２２同士の凹凸嵌合関係は、
リセプタクルコネクタ１０とプラグコネクタ２０との間において逆の関係に配置すること
が可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１１６】
　以上のように本発明は、各種電子・電気機器に使用される多種多様な基板接続用電気コ
ネクタ装置に対して広く適用することが可能である。
【符号の説明】
【０１１７】
１０　リセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）
１１　絶縁ハウジング
　１１ａ　基端部
　１１ｂ　中央凸部
　１１ｃ　コンタクト取付け溝
　１１ｄ　仕切り板
　１１ｅ　長手側壁部
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　１１ｆ　受け部
１２　導電性シェル（シールド壁部）
　１２ａ　長手側壁板
　１２ｂ　短手側壁板
　１２ｃ　固定係止片（補助カバー）
　１２ｄ　グランド接続部（板状突起片）
　１２ｅ　側方検査窓
　１２ｆ　平面カバー（滑りガイド面）
　１２ｇ　カバー連結部
　１２ｈ　平面検査窓
　１２ｉ　接触片
１３　信号コンタクト部材
　１３ａ　嵌合凹部
　１３ｂ　底辺部
　１３ｃ　外側立上辺部
　１３ｄ　内側立上辺部
　１３ｅ　凸状接点部
　１３ｆ　基板接続脚部（コンタクト接続部）
１４　電源コンタクト部材
　１４ａ　嵌合凹部
　１４ｂ　底辺部
　１４ｃ　外側立上辺部
　１４ｄ　内側立上辺部
　１４ｅ　凸状接点部
　１４ｆ　凹状接点部
　１４ｇ　基板接続脚部（コンタクト接続部）
２０　プラグコネクタ（第２の電気コネクタ）
２１　絶縁ハウジング
　２１ａ　基端部
　２１ｂ　中央凹部
　２１ｃ　コンタクト取付け溝
　２１ｄ　長手側壁部
　２１ｅ　係止突起
２２　導電性シェル（シールド壁部）
　２２ａ　長手側壁板
　２２ｂ　固定係止片（短手側壁板）
　２２ｃ　グランド接続部（板状突起片）
　２２ｄ　側方検査窓
　２２ｅ　位置決め部
　２２ｆ　係合穴
２３　信号コンタクト部材
　２３ａ　嵌合凸部
　２３ｂ　凹状接点部
　２３ｃ　基板接続脚部（コンタクト接続部）
２４　電源コンタクト部材
　２４ａ　嵌合凸部
　２４ｃ　凸状接点部
　２４ｄ　基板接続脚部（コンタクト接続部）
Ｐ１　第１の配線基板
　Ｐ１ａ　信号伝送用導電路（信号パッド）
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　Ｐ１ｂ　電源供給用導電路（電源パッド）
　Ｐ１ｃ　グランド導電路（グランドパッド）
Ｐ２　第２の配線基板
　Ｐ２ａ　信号伝送用導電路（信号パッド）
　Ｐ２ｂ　電源供給用導電路（電源パッド）
　Ｐ２ｃ　グランド導電路（グランドパッド）
１０’　リセプタクルコネクタ（第１の電気コネクタ）
１２’　導電性シェル（シールド壁部）
　１２ａ’　長手側壁板
　１２ｊ　下端縁部
２０’　プラグコネクタ（第２の電気コネクタ）
２２’　導電性シェル（シールド壁部）
　２２ａ’　長手側壁板
　２２ｇ　下端縁部

【図１】 【図２】
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